
付
給
援
支
帯
世
得
所
低
■

象
対

　

点
時
日
３
月
６
年
６
和
令

令
、
り
あ
が
録
登
民
住
に
市
本
で

非
が
税
民
住
に
た
新
に
度
年
６
和

と
税
課
み
の
割
等
均
は
た
ま
税
課

額
金
付
給

　

り
た
当
帯
世
１
▽

 

円
万

　
の
帯

成
平
（下
以
歳

月
４
年

月

ま
生
日

円
万
５
り
た
当
人
１
も
ど
子
の）
れ

〉
帯
世
な
要
必
が
出
提
の
書
請
申
〈

　

　

本
に
降
以
日
２
月
１
年
６
和
令

の
得
所
で
等
た
き
て
し
入
転
に
市

和
令
、
や
人
の
明
不
が
ど
な
況
状

月

生
に
日

提
の
書
請
申
、
は
も
ど
子
た
れ
ま

市
、
は
書
請
申
。
す
で
要
必
が
出

窓
課
ア
ケ
括
包
域
地
、
か
る
す
ド

、
り
取
け
受
で
ど
な
口

月

日

（木）

だ
く
て
し
出
提
に
で
ま）
着
必
（い

さ

付
給
足
補
税
減
額
定
■

象
対

　

点
時
日
１
月
１
年
６
和
令

令
、
り
あ
が
録
登
民
住
に
市
本
で

６
和
令
び
よ
お
税
得
所
分
年
６
和

税
減
額
定
が
割
得
所
税
民
住
度
年

人
る
れ
ま
込
見
と
い
な
れ
き
し

額
金
付
給

　

住
、
円
万
３
税
得
所

な
か
届
に
額
税
減
の
円
万
１
税
民

切
に
位
単
円
万
１
を
計
合
の
額
い

額
た
げ
上
り

項
事
通
共
■　

月
７
、
に
人
る
れ
わ
思
と
象
対

　

、
て
し
と
策
対
騰
高
価
物

に
帯
世
得
所
低

支
を
円
万

ど
子
の
内
帯
世
の
そ
、
し
給

し
給
支
を
金
付
給
算
加
に
も

。）
り
お
と
の
１
表
別
（す
ま

改
制
税
度
年
６
和
令
、
た
ま

減
、
で
税
減
額
定
う
伴
に
正

分
足
不
に
人
い
な
れ
き
し
税

表
別
（す
ま
い
行
を
付
給
の

。）
り
お
と
の
２　

は
金
付
給
各
、
は
く
し
詳

本

金
付
給
課
ア
ケ
括
包
域
地（当

担

住
、）
２
１
４
８
㉕

は
税
減
額
定
の
税
民

本

務
税

（課

得
所
、）
３
１
１
２
㉒

務
税
崎
高
は
税
減
額
定
の
税（署

７
４）
２

３
（７
２
０

２

 

。
へ）
１
１

を
ど
な
類
書
の
次
ら
か
ろ
ご
旬
中

、
は
人
た
い
届。
す
ま
し
送
発
次
順

。
い
さ
だ
く
て
し
認
確
を
容
内

き
が
は
の
内
案
払
支
①

象
対

　

座
口
取
受
金
公
た
れ
さ
け
付
も
ひ

に
前
送
発
、
ど
な
る
あ
が
録
登
の

人
る
き
で
握
把
が
市
を
座
口
込
振

他
の
そ

　

不
は
ど
な
続
手
、
則
原

要

書
認
確
②

象
対

　

思
と
象
対
付
給
の
外
以
①人

る
れ
わ

法
方
続
手

　

、
上
の
認
確
を
容
内

類
書
付
添
、
し
入
記
を
項
事
要
必

送
返
て
し
封
同
を
ど
な

限
期
続
手

　

月

日
（木）

）
着
必
（

期
時
給
支

　

完
が
ど
な
査
審
類
書

後
間
週
４
約
、
ら
か
て
し
了

ID
　

９
１
４
１
１

ト
イ
サ
設
特
税
減
額
定
庁
税
国
▽

策
対
の
へ
騰
高
価
物

す
ま
い
行
を）
付
給
整
調
（付
給
足
補
税
減
額
定
と
付
給
援
支
帯
世
得
所
低

　低所得世帯給付金について

類
種 低所得世帯給付金 こども加算給付金

額
金
付
給  

たり５万円

対

　象
▷令和６年度（新規）住民税非課税世帯
▷令和６年度（新規）住民税均等割のみ課税世帯

外
象
対 ▷令和５年度住民税非課税世帯

▷令和５年度住民税均等割のみ課税世帯
とに養扶の者税課割等均税民住度年６和令が員全の帯世 ▷

られている世帯

に度年６和令、が帯世たっあで外象対金付給に度年５和令、はと）規新（ ※
新たに住民税非課税および均等割のみ課税世帯になることです

※対象外の世帯には、渋川市以外の自治体における課税実態も含みます

定額減税補足給付金（調整給付金）について

類
種 定額減税補足給付金

（調整給付金） 定額減税

ど
な
額
税
減

定額減税しきれないと見込
まれる額を１万円単位

納税者とその配偶者を含め
た扶養親族１人につき、令
和６年分の所得税から３万
円、令和６年度分の住民税
所得割から１万円を減税

対

　象

定額減税の対象者で、減税
前の税額が少なく、定額減
税しきれないと見込まれる
人

所得税・住民税所得割を納
付する人（詳細は、広報しぶ
かわ令和６年６月１日号９
ページを確認してくださ
い）

（別表１）

（別表２）

13 令和６年７月１日号


